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はじめに 

 

 市民協働推進課市民相談係では、市民の皆様からの市政に対するご意

見・ご要望等に関すること、身近なご相談に関することの窓口として、そ

の適切な処理・対応に努めています。 

 寄せられたご意見・ご相談等は、身近な生活環境に関するものや、行政

サービスや市の施策、制度に関するもの、近隣関係や家庭内の問題などの

民事に関するものなど、広範囲にわたっています。令和５年度は市政や他

の公共機関などに関するものが１，４２４件、民事に関するものが２４１

件、合計で１，６６５件ありました。 

また、ご意見・ご相談等の方法として、市役所や公民館、コミュニティ

センターなどの市内の公共施設に設置した投書箱によるものは１９２件、

Ｅメールによるものは８８４件ありました。 

さらに、地域からの要請による行政懇談会については、市民の皆様と行

政との重要な接点ととらえ、幅広くそのご意見・ご要望等を把握するため

に実施しており、令和５年度は７回実施しました。 

 この「市民の声」は、令和５年度中に市民協働推進課市民相談係に寄せ

られた、市民の皆様からのご意見・ご要望やご相談の内容等をまとめたも

のです。 

 

令和６年１１月 

 

宇治市総務・市民協働部 

市民協働推進課 

 

 

 

 

 

※  相談件数については、受付件数ではなくご意見・ご相談等の内容別件数となって

います。また、本編では受付した相談や意見、要望、苦情、問い合わせ等を含めて

「相談」と表記しています。 
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１．月別相談件数［行政・民事別］

月別相談件数［行政・民事別］　

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

行政 122 137 154 143 95 107 128 113 95 98 123 109 1,424

民事 13 19 20 17 11 18 30 36 12 28 17 20 241

合計 135 156 174 160 106 125 158 149 107 126 140 129 1,665

　令和５年度の相談件数は１，６６５件でした。相談の内容を行政に関するものと民事
に関するものとに大別すると、行政に関するものが１，４２４件、民事に関するものが
２４１件でした。行政に関するものでは、市の施策や事業に関するものをはじめ国や京
都府などの公共機関に関するものを含んでいます。行政と民事の割合は、行政が全体の
８５．５％、民事が１４．５％となっています。
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２．受付方法別相談件数

（　合計１，６６５件　）

　令和５年度の相談を受付方法別にみると、最も多いのはＥメール（８８４
件）によるもので全体（１，６６５件）の５３．１％となっています。次い
で持参や郵送された文書（２２２件）が１３．４％、窓口への来訪（２０２
件）が１２．１％、市の公共施設に設置しています「市民の声」投書箱（１
９２件）に投函されたものが１１．５％、電話相談（１６５件）が９．９％
となっています。

市ホームページのお問い合わせ入力フォームから送信された相談

持参や郵送された書面による相談

窓口での対面による相談

「市民の声」投書箱（市の公共施設２７か所設置）へ投函された書面
による相談

電話による相談電話　　　　１６５件

受付方法別　相談件数
Ｅメール　　８８４件

文書　　　　２２２件

「市民の声」投書箱
　　　　　　１９２件

来訪　　　　２０２件

Ｅメール 884件

53.1%

文書（持参・郵送）

222件 13.4%

来訪 202件 12.1%

「市民の声」投書箱

192件 11.5%

電話 165件 9.9%

受付方法別 相談件数・割合
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３．部門別相談件数

　　　　　　年度
　　部門

危機管理室 　３０（　１） ２０（　１） １９（　１）

市長公室 ７７（１８） １０３（２５） 　８３（１７）

政策経営部 ２７（　５） － －

政策企画部 － ５６（１４） ５７（１１）

総務部 １０８（１５） － －

総務・市民協働部 － ２０７（２７） １８８（２３）

産業地域振興部 １７９（１６） － －

産業観光部 － ９８（２１） １１８（１８）

人権環境部 １２０（　４） １５５（　９） １８１（１２）

福祉こども部 １４０（　８） 　１５２（１３） 　１２８（１１）

健康長寿部 ２１７（１４） １３９（１７） １１８（１３）

建設部 １４９（１７） １３０（１２） １４３（２０）

都市整備部 １２５（１５） １１９（１９） １３４（３５）

教育委員会 １５５（２２） １４９（１７） １２３（１８）

上下水道部 ３４（　２） ２８（　１） ２５（　２）

消防本部 １０（　０） １６（　３） １５（　３）

その他の部局 ２１（　３） １８（　３） ２７（　２）

他の公共機関 ５３（　３） ６２（　４） ６３（　４）

公社・各種団体 　６（　０） ５（　０） ２（　０）

民事・その他 ２９８（　６） ２０５（１２） ２４１（　２）

合計 １,７４９（１４９）１,６６２（１９８）１,６６５（１９２）

※　表中の(　　）の件数は、投書箱によるもので、内数です。

令和３年度 令和５年度令和４年度
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　令和５年度の相談を部門別にみると、市行政に関する内容が１，３５９件あ
り、全体（１，６６５件）の８１．６％となっています。市以外の公共機関に関
するものが６３件、公社・各種団体に関するものが２件、民事・その他が２４１
件でした。
　市行政に関するものでは、相談件数の多い部門から順に、総務・市民協働部
（１８８件）、人権環境部（１８１件）、建設部（１４３件）、都市整備部（１
３４件）などとなっています。
　新型コロナウイルス感染症に関連する相談は、令和５年度中に３３件ありまし
た。これについて令和２年度からの相談件数の推移をみると、令和２年度が３１
０件、令和３年度が３１６件、令和４年度が８１件であり、５類移行に伴い相談
件数はさらに減少しました。
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令和５年度部門別相談件数

（合計１，６６５件）
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５．市行政に関する主な相談内容

※　市行政に関する相談の一部を掲載しています。

　市行政に関する相談（合計１，３５９件）の内、最も多い相談はごみの分
別方法など「し尿・ごみ収集」に関するもので１０１件でした。次に多いの
は公園施設の維持管理など「公園・緑地・緑化」に関するもので６４件、次
いで戸籍届出や住民登録の手続きなど「戸籍・住民登録等」に関するもので
５６件、市税の納付など「税」に関するもので同じく５６件でした。
　その他、相談の多いものとして、観光イベントなど「観光」に関するも
の、市職員の接遇など「市職員・人事等」に関するもの、物価高騰対策給付
金など臨時的な業務を含む福祉こども部内の「その他」に分類しているも
の、道路の通行など「市道・私道」に関するもの、障害者への支援など「障
害福祉」に関するものなどとなっています。
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交通安全対策（都市整備部）

高齢者施策（健康長寿部）

庁舎・管財（総務・市民協働部）

広報（市長公室）

国民健康保険（健康長寿部）

ＩＴ推進（政策企画部）

障害福祉（福祉こども部）

市道・私道（建設部）

その他（福祉こども部）

市職員・人事等（市長公室）

観光（産業観光部）

税（総務・市民協働部）

戸籍・住民登録等（総務・市民協働部）

公園・緑地・緑化（都市整備部）

し尿・ごみ収集（人権環境部）

市行政に関する主な相談内容と件数
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６．市行政に関する部局別の相談内容

　市行政に関する相談で２番目に相談件数の多い部局は人権環境部でした。
その相談件数は１８１件で、市行政全体の１３．３％となっています。
　人権環境部で最も多い相談は、ごみの分別方法など「し尿・ごみ収集」に
関するもので１０１件でした。次に多いのは「ハチ・害虫等の駆除」に関す
るもので１５件、またペットの飼い主のマナーなど「犬・猫他」に関するも
ので同じく１５件でした。

　市行政に関する相談を部局別にみると、相談件数の最も多い部局は総務・
市民協働部でした。その相談件数は１８８件で、市行政全体（１，３５９
件）の１３．８％となっています。
　総務・市民協働部で最も多い相談は、戸籍届出や住民登録の手続きなど
「戸籍・住民登録等」に関するもので５６件、また市税の納付など「税」に
関するもので同じく５６件でした。次に多いのは市役所庁舎の設備など「庁
舎・管財」に関するもので２５件でした。

※　全部局のうち一部を掲載しています。
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防犯
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庁舎・管財

税

戸籍・住民登録等

（１）総務・市民協働部に関する相談内容と件数 （合計１８８件）
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し尿・ごみ収集

（２）人権環境部に関する相談内容と件数 （合計１８１件）
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　市行政に関する相談で３番目に相談件数の多い部局は建設部でした。その
相談件数は１４３件で、市行政全体の１０．５％となっています。
　建設部で最も多い相談は、道路の管理など「市道・私道」に関するもので
３３件でした。次に多いのは側溝や水路の維持管理など「側溝・排水路」に
関するもので２０件、次いで道路改良など「道路建設」に関するもので１７
件でした。

　市行政に関する相談で４番目に相談件数の多い部局は都市整備部でした。
その相談件数は１３４件で、市行政全体の９．９％となっています。
　都市整備部で最も多い相談は、公園施設の維持管理など「公園・緑地・緑
化」に関するもので６４件でした。次に多いのは道路の安全対策など「交通
安全対策」に関するもので２５件、次いで公共交通の整備など「公共交通」
に関するもので２０件でした。
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（３）建設部に関する相談内容と件数 （合計１４３件）
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（４）都市整備部に関する相談内容と件数 （合計１３４件）
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７．市行政に関する相談の一例 

（１）【戸籍証明書の取得について】 

 

Ｑ：戸籍謄本を取得したいのですが、本籍地の役場でないと交付を受

けられませんか。 

 

Ａ：これまで、戸籍証明書は、すべて本籍地のみで発行していました

が、令和６年３月１日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍

謄本等を取得できるようになりました。 

  請求できる人は、請求する戸籍に載っている人、その人の配偶者

と直系尊属（父・母・祖父母など）、直系卑属（子・孫など）です。 

 戸籍の広域交付では、代理人による請求はできません。 

  請求の際には、運転免許証やマイナンバーカードなど、窓口に来

られる方の官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類が必要です。 

  なお、抄本（個人事項証明書）や戸籍の附票は請求できませんの

で、ご注意ください。 

（担当）総務・市民協働部市民課 
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（２）【野鳥の巣について】 

 

Ｑ：自宅の軒先に野鳥の巣があります。巣を撤去する場合に、許可は

必要でしょうか。  

 

 

 

Ａ：鳥獣及び鳥類の卵の捕獲、巣の撤去等の行為は、鳥獣保護管理法

に基づく許可申請が必要です。また、野鳥に関する相談につきまし

ては、鳥の種類や巣の状況によって対応が異なるため必ず農林茶業

課にご確認ください。なお、鳥獣保護管理法に関することにつきま

しては京都府山城広域振興局農商工連携・推進課地域戦略・野生鳥

獣係が担当しており、そちらへの連絡をお願いする場合があります。 

  

                 （担当）産業観光部農林茶業課 
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（３）【墓地について】 

 

Ｑ：市内に新しくお墓を建てたので、それまで市外にあったお墓を終

いたいのですが、改葬届はどうすればいいですか。 

 

Ａ：墓じまいに伴う改葬の手続きは、改葬前のお墓がある市区町村で

行っていただく必要があります。改葬許可申請に必要な書類等も市

区町村により異なります。詳細は改葬前のお墓がある市区町村の担

当窓口にお問い合わせください。 

（担当）人権環境部環境企画課 

 

 

Ｑ：将来自分が亡くなった後、合葬墓に遺骨を納めてほしいと考えて

います。市営の合葬墓はありますか。 

 

Ａ：宇治市には天ケ瀬墓地公園合葬式墓地という市営の合同墓地があ

ります。６５歳以上であれば、生前のお申込みもできます。また、

希望制（別料金）で故人の氏名や生年月日、死亡年月日を刻字でき

る記名板の設置も可能です。 

  ただし、市の合葬式墓地は特定の宗教・宗派を問わず皆様に使っ

ていただく施設のため、市で供養は行っておりません。 

（担当）人権環境部環境企画課 
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（４）【宇治茶に因んだ歌について】 

 

Ｑ：宇治茶に関連する歌のような歌詞（「宇治は茶どころ八十八夜、

町も流れも新茶のかおり…」）について調べています。この歌のこ

とについて教えてください。 

 

 

Ａ：この歌詞は、コロンビアレコード株式会社より昭和２９年頃に発

売された宇治小唄『恋茶娘』の冒頭部分です。作詞は西条八十、作

曲は古賀政男、唄は神楽坂はん子です。京都府茶業協会が宇治茶宣

伝事業の一環としてつくられ、当時全国でレコードが販売されまし

た。 

（担当）宇治市歴史資料館 
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８．民事・その他の相談内容

　民事・その他に関する相談は２４１件ありました。この内最も多い
ものは、主訴が不明確なものを含む「その他の問題」に分類している
もので７６件でした。次に多い相談は相続の手続きなど「相続・贈与
問題」に関するもので５０件、次いで家族間の悩み事など「夫婦・親
子等親族問題」に関するもので３９件、隣家からの越境枝や騒音など
「近隣問題」に関するもので３５件となっています。
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民事・その他の相談内容と件数 （合計２４１件）
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９．民事・その他の相談の一例 
 

（１）【夫婦・親子等親族問題について】 

Ｑ：高齢になった親の身の回りの世話をしています。数年来、その親

からの要求が強引になってきて耐えられなくなってきました。どこ

か相談できるところはありますか。 

 

Ａ：高齢者の生活に関する相談は、お住まいの地域の地域包括支援セ

ンターまたは健康長寿部長寿生きがい課にお問い合わせください。 

また（社福）宇治市社会福祉協議会では、弁護士による無料法律

相談等を実施しています。 

 

 

 

（２）【金銭貸借問題について】 

Ｑ：子が知人から勧められて高額な商品を多数購入し、そのために消

費者金融で借金を繰り返しています。将来、自己破産するのが心配

です。相談先を教えてください。 

 

Ａ：多重債務や自己破産に関して、法律上の知識やアドバイスを受け

られる相談先として、（社福）宇治市社会福祉協議会が相談窓口を

設けられています。また京都弁護士会や日本司法支援センター「法

テラス」でも多重債務相談を設けられているほか、国の近畿財務局

多重債務相談窓口などがあります。 
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令和5年度行政懇談会

連合町内会・
自治会名

懇談会開催日 場　所 関係課名

1 莵道自治会 ８月２８日
市役所８階
大会議室

道路建設課ほか
全１３課

2
槇島東地区
連合町内会

８月３０日
市役所８階
大会議室

維持課ほか
全７課

3
広野地区

自治会連合会
９月１日

職員会館２階
大会議室

市民協働推進課ほか
全７課

4 小倉連合町内会 １０月１８日
市役所６階
６０２会議室

治水対策課ほか
全９課

5
伊勢田

連合町内会等
１１月１４日 伊勢田集会所

交通政策課ほか
全９課

6
西小倉

自治連合会
１１月２９日

西小倉コミュニティ
センター

危機管理室ほか
全１８課

7 炭山町内会 １月３０日
市役所５階
５０１会議室

農林茶業課ほか
全５課

※　連合町内会・自治会との懇談会を行政懇談会としています。

１０．行政懇談会の実施状況
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